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新潟経営大学学則（案） 
 

第１章 総 則 

 （目的及び使命） 

第１条 新潟経営大学（以下「本学」という。）は、本学創設の精神に基づき、地域社会の   

学術の中心として、産業経済、特に経営情報科学に関する専門の学芸を教授研究し、高度

情報化並びに国際化社会の進展に応ずる実際的な知識、技術及び教養を授けるとともに、

地球的視野において知的、道徳的及び創造的能力を展開させ、国際社会、国家及び地域社

会の生活、文化の向上と産業経済の発展に貢献する人材の育成を目的とする。 

  スポーツマネジメント学科では学部の理念を踏襲した上で、スポーツを通し地域スポ

ーツを活性化させ、地域の健康および福祉に貢献できる人材の育成を目的とする。また、

新たなスポーツビジネス分野の創造をはじめ、医科学システムによる知識の集積・発信地

であることを目指す。 

 （自己評価等） 

第２条 本学は、その教育水準の向上を図り、教育目的及び社会的使命を達成するため、本

学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うことに努める。 

２ 前項の点検及び評価を行う項目並びに組織等の運用方法については、別に定める。 

 

第２章 学部、学科、学生定員及び修業年限 

 （学部・学科及び学生定員） 

第３条 本学に設置する学部、学科及び学生定員は、次のとおりとする。 

学部 学科 入学定員 
3 年次編 

入学定員 
収容定員 

経営情報学部 
経営情報学科 １２０ １５ ５１０ 

スポーツマネジメント学科 ５０ ５ ２１０ 

合   計 １７０ ２０ ７２０ 

 （修業年限及び在学期間） 

第４条 本学の修業年限は、４年とする。 

２ 本学の在学期間は、８年を超えることはできない。ただし、休学期間は、在学年数に算

入しない。 

３ 編入学者の在学期間は、４年を超えることはできない。ただし、休学期間は、在学年数

に算入しない。 

 

第３章 学年、学期及び休業日 

（学 年） 

第５条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
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（学 期） 

第６条 学年を分けて、次の２期とする。 

前 期  ４月１日から９月３０日まで 

後 期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（１年間の授業時間） 

第７条 １年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、３５週にわたるものとする。 

（休業日） 

第８条 休業日は、次のとおりとする。 

⑴ 日曜日 

⑵ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第 １７８号）に規定する休日 

⑶ 学園の創立記念日  ９月１０日 

⑷ 春季休業日  ３月２６日から４月２日まで 

⑸ 夏季休業日  ８月１日から９月１５日まで 

⑹ 冬季休業日  １２月２４日から１月６日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、学長は、臨時に休業日を設け、又は休業日を変更することが

できる。 

 

第４章 教職員組織 

（教職員組織） 

第９条 本学に次の教職員を置く。 

学長 学部長 教授 准教授 講師 助教 助手 事務職員 技術職員及びその他必要な職員 

２ 学長が必要と認めたときは、副学長を置くことができる。 

３ 教職員の服務に関する規程は、別に定める。 

 

第５章 教授会 

（教授会） 

第１０条 本学に教授会を置く。 

（教授会の構成） 

第１１条 教授会は、学長、学部長、教授をもって構成する。ただし、学長が必要と認めた

ときは、准教授、講師及び助教を加えることができる。 

２ 学長は教授会を招集し、その議長となる。 

（教授会の審議事項） 

第１２条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるも

のとする。 

⑴ 学生の入学、卒業 

⑵ 学位の授与 

⑶ 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ

とが必要なものとして学長が定めるもの 

２ 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長（以下この項において「学長等」
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という。）がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し、及び学長等の

求めに応じ、意見を述べることができる。 

⑴ 学則の変更に関する事項 

⑵ 学部及び学科の設置及び廃止に関する事項 

⑶ 教育及び研究の方針に関する事項 

⑷ 教育課程、試験及び単位の習得の認定に関する事項 

⑸ 学生の休学、退学及び除籍に関する事項 

⑹ 学生の賞罰に関する事項 

⑺ 学生の厚生補導に関する事項 

⑻ 科目等履修生、研究生、聴講生及び外国人留学生に関する事項 

⑼ 教員の人事に関する事項 

⑽ その他学長が教育上必要と認めた事項 

３ 教授会に関し、その他必要な事項は別に定める。 

第６章 教育課程、履修方法及び単位の認定等 

（授業科目及び教育課程の編成） 

第１３条 各学科の教育課程および授業科目の名称、単位数、年次配当、履修方法は別表第

１のとおりとする。 

（単位の計算） 

第１４条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容

をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業の教育効果、授業時間外

に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 

⑴ 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲で本学が定める時間の

授業をもって１単位とする。 

⑵ 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で本学が定める時

間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修

の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学

修等を考慮して、単位数を定めることができる。 

（履修の方法） 

第１５条 学生は、毎学年の初めに当該年度に履修しようとする授業科目を届け出て登録

するものとする。 

２ 学生は、前項により登録した授業科目以外の授業科目を履修し、又は単位を修得するこ

とはできない。 

（単位の認定） 

第１６条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

２ 前項の成績の評定は、優、良、可及び不可をもって表し、可以上を合格とする。 

３ 前項のほか、試験の実施方法に関する事項は、教授会の意見を聴き、学長がこれを定め

る。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修） 
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第１７条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学の定めるところにより他の大学

又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、６０単位を超えない

範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

（本学以外の教育施設等における学修） 

第１８条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専

攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履

修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えるものとする。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項及び第２項により本学において

修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修単位等の認定） 

第１９条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に他の大学又は短

期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学に入学した後の本学に

おける授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 

２ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規

定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を

与えるものとする。 

３ 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入

学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて６０単位

を超えないものとする。 

 

第２０条 （削 除） 

 

第７章 入 学 

（入学の時期） 

第２１条 入学の時期は、学年の初めとする。ただし、再入学、編入学及び転入学について

は、毎学期の初めとする。 

（入学の資格） 

第２２条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

⑴ 高等学校を卒業した者 

⑵ 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

⑶ 外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で

文部科学大臣の指定した者 

⑷ 大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）により文部科学大臣の行う大

学入学資格検定に合格した者 

⑸ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者 

⑹ 文部科学大臣の指定した者 

（入学の出願） 
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第２３条 本学に入学を志願する者は、本学所定の入学願書に別表２に定める入学検定料

を添えて提出しなければならない。 

（入学者の選考） 

第２４条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第２５条 前条の選考に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに誓約書その他

本学所定の書類を提出するとともに、所定の学費を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 

 

（編入学） 

第２６条 本学の第３年次に編入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者と

する。 

⑴ 短期大学の課程を修了した者 

⑵ 高等専門学校の課程を修了した者 

⑶ 専修学校の専門課程を修了した者 

２ 前項の編入学志願者に対する取扱いについては、第２３条、第２４条及び第２５条の規

定を準用する。 

３ 前項の規定により編入学を許可された者の既に修得した授業科目及びその単位数の取

扱い並びに編入学後に履修すべき授業科目等については、教授会の意見を聴き、学長がこ

れを認定する。 

（再入学、転入学、転学部及び転学科） 

第２７条 本学に再入学、転入学、転学部及び転学科を希望する者があるときは、欠員のあ

る場合に限り、教授会の意見を聴き、学長が再入学、転入学、転学部及び転学科を許可す

ることができる。 

２ 前項の選考に合格した再入学者及び転入学者の入学手続き及び入学許可については、

第２５条の規定を準用する。 

３ 第１項の規定により再入学及び転入学を許可された者の授業科目及び単位数の取扱い

については、前条第３項の規定を準用する。 

４ 転学部及び転学科を許可された者の授業科目及び単位数の取扱いについては別に定め

る。 

（退学及び転学） 

第２８条 退学及び転学しようとする者は、保証人連署の上願い出て、学長の承認を受けな

ければならない。 

（休 学） 

第２９条 病気その他やむを得ない理由により３ヵ月以上修学することができない者は、

医師の診断書又は理由書を付し、保証人連署の上願い出て、学長の承認を受け、休学する

ことができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ず

ることができる。 
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３ 休学の期間は、１年を超えることができない。ただし、特別の事情がある場合は、引き

続き１ヵ年まで延長することができる。 

４ 休学の期間は、通算して４年を超えることができない。 

５ 休学の期間は、第４条の在学年数に算入しない。 

（復 学） 

第３０条 休学の理由が消滅し、復学しようとする者は、願い出て学長の承認を受けなけれ

ばならない。 

（除 籍） 

第３１条 次の各号の一に該当するものは、教授会の意見を聴き、学長が除籍する。 

⑴ 第４条第２項に定める在学期間を超えた者 

⑵ 第２９条第４項に定める休学の期間を超えてなお復学できない者 

⑶ 学費の納付を怠り、督促してなお納付しない者 

⑷ 長期間にわたり行方不明の者 

第８章 卒業 

（卒業の要件） 

第３２条 本学の卒業の要件は、別表第１に定める所定の授業科目を履修し、同表卒業要件

に定める所定の単位数を修得しなければならない。 

（卒業の認定） 

第３３条 本学に４年以上在学し、所定の単位数を修得した者については、教授会の意見を

聴き、学長は卒業を認定する。 

２ 前項の規定にかかわらず 3 年以上在学した者について、学長は卒業を認定することが

できる。 

３ 前項の場合における認定の要件は別に定める。 

４ 学長は、卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。 

（学 位） 

第３４条 本学を卒業した者には、次の学位を授与する。 

学  部 学   科 学 位 

経営情報学部 
経営情報学科 学士(経営情報学) 

スポーツマネジメント学科 学士(スポーツ経営学) 

 

 

第９章 教育職員免許状取得 

 (教育職員免許状の取得) 

第３５条 教育職員免許状を取得しようとする者は、第３２条に規定するもののほか、教育

職員免許法(昭和２４年法律第１４７号)及び教育職員免許法施行規則(昭和２９年文部省

令第２６号)に基づく所定の単位を修得しなければならない。 

 

２ 本学において取得し得る教育職員免許状の種類及び教科は、次のとおりとする。 
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学  部 学  科 教職の免許状の種類 免許教科 

経営情報学部 経営情報学科 

中学校教諭 1 種免許状 社 会 

高等学校教諭１種免許状 

情 報 

商 業 

公 民 

 

第１０章 研究生、聴講生、科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生 

（研究生） 

第３６条 本学において特定の専門事項について研究することを希望する者があるときは、

本学の教育研究に支障のない限り、教授会の意見を聴き、学長は研究生として入学を許可

することができる。 

２ 研究生を志望することのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力が

あると認められた者とする。 

３ 研究期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新する

ことができる。 

４ 研究生の入学時期は、学年の始めとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りで

ない。 

５ 研究に関し必要な事項は、別に定める。 

（聴講生） 

第３７条 本学において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、教育

研究に支障のない場合に限り、教授会の意見を聴き、学長は聴講生として入学を許可する

ことができる。 

２ 聴講生を志願することのできる者は、高等学校を卒業した者、又は学長が認めた者。 

３ 聴講生の入学時期は、学期の始めとする。 

４ 聴講生に関し必要な事項は、別に定める。 

（科目等履修生） 

第３７条の２ 本学は、本学の学生以外の者で、１又は複数の授業科目の履修を希望する者

があるときは、教授会の意見を聴き、学長は科目等履修生として許可することができる。 

２ 科目等履修生に対する単位の授与については、第１６条の規定を準用する。 

（特別聴講学生） 

第３７条の３ 他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者が

あるときは、当該大学との協議に基づき、学長は特別聴講学生として入学を許可すること

ができる。 

２ 入学時期は、学年の始めとする。 

３ 特別聴講学生に関し、必要な事項は別に定める。 

（外国人留学生） 

第３８条 外国人で大学等において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願
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する者があるときは、教授会の意見を聴き、学長は外国人留学生として入学を許可する。

外国人の入学及び転入学については、本学学生に関する規定を準用する。ただし、講義を

理解し得る程度の日本語の素養を必要とする。 

２ 入学を許可された外国人留学生は、すべて正規の学生としての資格を取得する。 

 

第１１章 学 費 

（学 費） 

第３９条 本学の学費は、別表第３に定めるとおりとする。 

（学費の納付） 

第４０条 学費は、指定の期日までに納付しなければならない。 

２ 休学者、中途退学者は、当該期分までの学費を納付しなければならない。 

３ 学期の中途において復学した者は、その学期の学費の全額を納付しなければならない。 

４ 既納の学費は、一切返還しない。 

５ 学費の納付を怠る者については、教授会の意見を聴き、学長は除籍することができる。 

 

第１２章 賞 罰 

（表 彰） 

第４１条 学生として表彰に値する行為があった者については、教授会の意見を聴き、学長

は表彰することができる。 

（懲 戒） 

第４２条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があった者について

は、教授会の意見を聴き、学長は懲戒することができる。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

⑶ 正当な理由がなく出席常でない者 

⑷ 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

第１３章 公開講座 

（公開講座） 

第４３条 本学は、本学の教育目的及び社会的使命を達成するため、必要に応じて公開講座

を開設することができる。 

第１４章 施設等機関及び学寮 

（施設等機関） 

第４４条 本学に次の機関を置く。 

⑴ 図書館 

⑵ 地域活性化研究所 

２ 前項に掲げる各機関に関する規程は、別に定める。 
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（学 寮） 

第４５条 本学に学寮を設けることができる。 

 

第１５章 補 則 

（補 則） 

第４６条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、学長が定め

る。 

 

附 則 

１ この学則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 第３条の規定にかかわらず、学生定員について平成６年度から平成９年度までは、次の

表に定めるところによる。 

修業年限 
学   年   定   員 

年 次 平成６年度 平成７年度 平成８年度 平成９年度 

４  年 

１ １９０人 １９０人 １９０人 １９０人 

２ ― １９０人 １９０人 １９０人 

３ ― ― ２１０人 ２１０人 

４ ― ― ― ２１０人 

計 １９０人 ３８０人 ５９０人 ８００人 

附 則 

この学則は、平成１０年４月１日から施行し、平成１０年度入学生から適用する。 

   附 則 

この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成１７年５月２６日から施行する。ただし、平成１７年４月１日に遡って

適用する。 

   附 則 

この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 
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この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この学則は、平成２２年４月１日から施行し、平成２２年度入学生から適用する。 

附 則 

この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この学則の第１条第２項、第３条、第３４条、別表第１経営情報学部経営情報学科、別

表第１経営情報学部スポーツマネジメント学科、別表第１観光経営学部観光経営学科、別

表第２、及び別表第３については、平成２８年４月１日から適用する。ただし、平成２７

年度以前の入学者については、従前の例による。 

３ 第３条の規定にかかわらず、学生定員について平成２８年度から平成３１年度までは、

次の表に定めるところによる。 

修業年限 
学   年   定   員 

年 次 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 

４  年 

１ ２３０人 ２３０人 ２３０人 ２３０人 

２ １９０人 ２３０人 ２３０人 ２３０人 

３ ２１０人 ２１０人 ２５０人 ２５０人 

４ ２１０人 ２１０人 ２１０人 ２５０人 

計 ８４０人 ８８０人 ９２０人 ９６０人 

 

附 則 

この学則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度入学生から適用する。 

附 則 

この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 
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附 則 

この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 改定後の第３条の規定にかかわらず、その収容定員は、次のとおりとする。 

学 部 学 科 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

経営情報学部 
経営情報学科 ５１０人 ５１０人 ５１０人 ５１０人 

スポーツマネジメント学科 ２１０人 ２１０人 ２１０人 ２１０人 

観光経営学部 観光経営学科 １８０人 １２０人 ６０人 ０人 

合 計 ９００人 ８４０人 ７８０人 ７２０人 

３ 観光経営学部観光経営学科は、改正後の第３条の規定にかかわらず、令和３年３月３１

日に当該学科に在籍する者が当該学科に在籍しなくなるまでの間、存続するものとする。 

４ 改正後の第３４条、別表第１及び別表第３にかかわらず、観光経営学部観光経営学科の

令和２年度以前の入学者については、従前の例による。 

附 則 

この学則は、令和５年４月１日から施行する。 
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経営情報学科2023年度（令和5年度）入学生カリキュラム表（案）

科　目　名 単位数
必修・選

択
の別

経営学の基礎 2単位 1 必修

経済学の基礎 2単位 1 必修

情報リテラシー 2単位 1 必修

コンピュータリテラシー入門 1単位 1 必修

データサイエンス入門 1単位 1 必修

人工知能論 2単位 1 必修

簿記会計Ⅰ（基礎） 2単位 1 必修

ジェネラル・イングリッシュⅠ（初級） 2単位 1 必修

ジェネラル・イングリッシュⅡ（中級） 2単位 1 必修

スポーツ＆レジャー 2単位 1 必修

基礎演習Ⅰ 2単位 1 必修

基礎演習Ⅱ 2単位 1 必修

ビジネス法Ⅰ(3級） 2単位 2 必修

コミュニカティブ・イングリッシュⅠ（初級） 2単位 2 必修

コミュニカティブ・イングリッシュⅡ（中級） 2単位 2 必修

演習Ⅰ 4単位 2 必修

キャリアデザインⅠ 2単位 2 必修

演習Ⅱ 4単位 3 必修

キャリアデザインⅡ 2単位 3 必修

演習Ⅲ 4単位 4 必修 4単位

中国語　初級Ⅰ 2単位 1

中国語　初級Ⅱ 2単位 1

韓国語　初級Ⅰ 2単位 1

韓国語　初級Ⅱ 2単位 1

ロシア語　初級Ⅰ 2単位 1

ロシア語　初級Ⅱ 2単位 1

簿記会計Ⅱ（日商3級） 2単位 1

経営情報Ⅰ（ストラテジ） 2単位 1

スポーツ産業論 2単位 1

観光経営入門 2単位 1

海外語学研修（繰り返し履修可能） 2単位 1 選択

経営学実地研究 （繰り返し履修可能） 2単位 1 選択

経営学総論 2単位 2 選択

中小企業論 2単位 2 選択

ビジネスプランニング 2単位 2 選択

経営管理論 2単位 2 選択

企業論 2単位 2 選択

アントレプレナー論 2単位 2 選択

経営戦略論 2単位 2 選択

経営組織論 2単位 2 選択

人的資源管理論 2単位 2 選択

マーケティング論 2単位 2 選択

イノベーション論 2単位 2 選択

生産管理論 2単位 2 選択

アジアビジネス論 2単位 2 選択

経営史 2単位 2 選択

経営トップセミナー（繰り返し履修可能）　 2単位 2 選択

着
色
の
凡
例

中一種免（社会）、高一種免（公民）教科に関する専門的事項に関する科
目に該当しない社会、公民に共通して関連する科目

中一種免（社会）、高一種免（公民）教科に関する専門的事項に関する科
目（共通開設科目）

中一種免（社会）教科に関する専門的事項に関する科目

中一種免（社会）教科に関する専門的事項に関する科目に該当しない社会
に関連する科目

高一種免（公民）教科に関する専門的事項に関する科目に該当しない社会
に関連する科目

4単位

2単位

計6単位

専
門

4

科

目

の

な

か

か

ら

１

科

目

を

選

択
（

但

し
、

選

択

し

た

科

目

以

外

の

科

目

も

卒

業

単

位

に

含

め

る
）

学科共通
実践科目

経
営
分
野

学
科
共
通
選
択
必
修
科
目

卒業要件

22単位

12単位

6単位

計44単位

区分 配当年次

学
科
共
通
必
修
科
目

同
一
語
学
で
継

続
し
て
4
単
位

語
学

1 ページ
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経営情報学科2023年度（令和5年度）入学生カリキュラム表（案）

科　目　名 単位数
必修・選

択
の別

卒業要件区分 配当年次

商品開発 2単位 2 選択

流通論 2単位 2 選択

リテールマーケティングⅠ(3級) 2単位 2 選択

リテールマーケティングⅡ(3級) 2単位 2 選択

リテールマーケティングⅢ(2級) 2単位 2 選択

リテールマーケティングⅣ(2級) 2単位 2 選択

財務会計 2単位 2 選択

原価計算論 2単位 2 選択

管理会計論 2単位 2 選択

監査論 2単位 2 選択

コンピュータ会計 2単位 2 選択

ファイナンシャルプランニング 2単位 2 選択

財務分析論 2単位 2 選択

財務管理論 2単位 2 選択

英文会計 2単位 2 選択

簿記応用演習（日商2級） 2単位 2 選択

簿記特別演習(日商1級） 2単位 2 選択

経営情報Ⅱ（マネジメント） 2単位 2 選択

経営情報Ⅲ（テクノロジ） 2単位 2 選択

経営情報システム論 2単位 2 選択

プログラミング（C言語基礎） 2単位 2 選択

プログラミング（C言語応用) 2単位 2 選択

ダイナミックWeb 2単位 2 選択

システム開発 2単位 2 選択

情報ネットワーク論 2単位 2 選択

情報セキュリティ 2単位 2 選択

システム設計 2単位 3 選択

データベース 2単位 3 選択

情報と職業 2単位 2 選択

プログラミング（python） 2単位 2 選択

社会調査概説 2単位 2 選択

社会調査方法論 2単位 2 選択

線形代数学 2単位 2 選択

統計学の基礎 2単位 2 選択

経営統計学 2単位 2 選択

消費者調査論 2単位 3 選択

社会調査分析 2単位 3 選択

データマイニング論 2単位 3 選択

ビッグデータ分析論 2単位 3 選択

情報化リーダ 2単位 3 選択

ベーシック・イングリッシュⅠ（初級） 2単位 2 選択

ベーシック・イングリッシュⅡ（中級） 2単位 2 選択

英語学Ⅰ 2単位 2 選択

英語学Ⅱ 2単位 2 選択

ビジネスイングリッシュⅠ（初級） 2単位 2 選択

ビジネスイングリッシュⅡ（中級） 2単位 2 選択

ディベート 2単位 2 選択

パブリックスピーキング 2単位 2 選択

英語資格試験（繰り返し履修可能） 2単位 2 選択

英語科教育法Ⅰ（初級） 2単位 2 選択

英語科教育法Ⅱ（中級） 2単位 2 選択

短期留学 2単位 2 選択

長期留学 2単位 2 選択

アドバンスト・イングリッシュI （初級） 2単位 2 選択

アドバンスト・イングリッシュⅡ（中級） 2単位 2 選択

会
計
分
野

60単位以上

情
報
シ
ス
テ
ム
分
野

デ
ー

タ
サ
イ
エ
ン
ス
分
野

専
門
分
野

英
語
分
野

商
業
分
野

2 ページ
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経営情報学科2023年度（令和5年度）入学生カリキュラム表（案）

科　目　名 単位数
必修・選

択
の別

卒業要件区分 配当年次

英語文学 2単位 2 選択

イギリス文化論 2単位 2 選択

SDGsファシリテーション 2単位 2 選択

アメリカ文化論 2単位 2 選択

国際関係論 2単位 2 選択

異文化コミュニケーション 2単位 2 選択

ツーリズムイングリッシュⅠ（初級） 2単位 2 選択

ツーリズムイングリッシュⅡ（中級） 2単位 2 選択

中国語　中級Ⅰ 2単位 2 選択

中国語　中級Ⅱ 2単位 2 選択

韓国語　中級Ⅰ 2単位 2 選択

韓国語　中級Ⅱ 2単位 2 選択

ロシア語　中級Ⅰ 2単位 2 選択

ロシア語　中級Ⅱ 2単位 2 選択

中国語　上級Ⅰ 2単位 2 選択

中国語　上級Ⅱ 2単位 2 選択

韓国語　上級Ⅰ 2単位 2 選択

韓国語　上級Ⅱ 2単位 2 選択

ロシア語　上級Ⅰ 2単位 2 選択

ロシア語　上級Ⅱ 2単位 2 選択

経済学原論Ⅰ（マクロ） 2単位 2 選択

経済学原論Ⅱ（ミクロ） 2単位 2 選択

経済政策論 2単位 2 選択

金融論 2単位 2 選択

日本経済論 2単位 2 選択

アジア経済論 2単位 2 選択

経済史 2単位 2 選択

国際経済論 2単位 2 選択

ビジネス法Ⅱ（3級） 2単位 2 選択

民法Ⅰ（財産法） 2単位 2 選択

民法Ⅱ（家族法） 2単位 2 選択

会社法 2単位 2 選択

消費者法 2単位 2 選択

労働法 2単位 2 選択

金融商品取引法 2単位 2 選択

知的財産法 2単位 2 選択

国際取引法 2単位 2 選択

旅行業法 2単位 2 選択

宅建業法 2単位 2 選択

租税法Ⅰ（税法概論） 2単位 2 選択

租税法Ⅱ（所得税法・消費税法） 2単位 2 選択

租税法Ⅲ（法人税法） 2単位 2 選択

観光経営総論 2単位 2 選択

旅行ビジネス論 2単位 2 選択

エリアマネジメント 2単位 2 選択

地域創造論 2単位 2 選択

農村環境論 2単位 2 選択

農業ビジネス論 2単位 2 選択
宿泊産業論 2単位 2 選択
観光地経営論 2単位 2 選択

ニューツーリズム論 2単位 2 選択

観光経営実習（繰り返し履修可能） 2単位 2 選択

旅行実務演習 2単位 2 選択

地場産業論Ⅰ（基礎理論） 2単位 2 選択

地場産業論Ⅱ（実証研究） 2単位 2 選択

観光・地域創生実地研究 2単位 2 選択

国
際
分
野

経
済
分
野

法
律
分
野

観
光
・
地
域
創
生
分
野

野

3 ページ
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経営情報学科2023年度（令和5年度）入学生カリキュラム表（案）

科　目　名 単位数
必修・選

択
の別

卒業要件区分 配当年次

スポーツマーケティング論 2単位 2 選択

スポーツマネジメント論 2単位 2 選択

スポーツ社会学 2単位 2 選択

スポーツコミュニケーション論 2単位 2 選択

地域スポーツ運営実習 2単位 2 選択

プロスポーツ運営実習 2単位 2 選択

商業スポーツ経営実習 2単位 2 選択

観戦者調査論 2単位 2 選択

スポーツ市場調査（繰り返し履修可能(2回まで)） 2単位 3 選択

スポーツイベント論 2単位 3 選択

スポーツマーケティング演習 2単位 3 選択
スポーツコミュニケーション演習（繰り返し履修可能(2回まで)） 2単位 3 選択

現代文化論 2単位 1 選択

宗教学 2単位 1 選択

哲学・倫理学 2単位 1 選択

法学 2単位 1 選択

政治学 2単位 1 選択

現代社会と福祉 2単位 1 選択

日本国憲法 2単位 1 選択

日本史 2単位 1 選択

外国史 2単位 1 選択

文化芸術史 2単位 1 選択

思想史 2単位 1 選択

地理学（国内） 2単位 1 選択

地理学（海外） 2単位 1 選択

秘書概論 2単位 1 選択

職業指導 2単位 1 選択

都市開発論 2単位 1 選択

世界遺産論 2単位 1 選択

産業政策論 2単位 1 選択

教養の文学Ⅰ（小説と思想） 2単位 1 選択

教養の文学Ⅱ（経営者と思想） 2単位 1 選択

教養の文章理解Ⅰ（経済と社会） 2単位 1 選択

教養の文章理解Ⅱ（人工知能と社会） 2単位 1 選択

教養の古典Ⅰ（飛鳥の『万葉集』） 2単位 1 選択

教養の古典Ⅱ（奈良の『万葉集』） 2単位 1 選択

教養の外書講読Ⅰ（現代英語の諸相） 2単位 1 選択

教養の外書講読Ⅱ（ウェブサイトの英語） 2単位 1 選択

教養の数学 2単位 1 選択

教養の自然科学 2単位 1 選択

防災と情報 2単位 1 選択

アウトドアスポーツ（繰り返し履修可能） 2単位 1 選択

心理学 2単位 1 選択

地誌 2単位 1 選択

日本文化史 2単位 1 選択

社会学 2単位 1 選択

ボランティア（繰り返し履修可能） 2単位 1 選択

インターンシップ 2単位 1 選択

学科共通必修科目　44単位

学科共通選択必修科目　6単位

学科共通実践科目・専門分野　60単位以上

教養科目　14単位以上

一
般
教
養
科
目

計124単位以上

卒業要件

14単位以上

教
養
科
目

ス
ポ
ー

ツ
関
連
分
野

4 ページ
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新潟経営大学教職課程履修規程（案） 
 （趣 旨） 

第１条 この規程は、新潟経営大学学則（以下「学則」という。）第３５条の規定に基づき、

教員免許状を取得しようとする者の教職課程の履修に関し、必要な事項を定める。 

 （免許状の種類） 

第２条 本学を卒業し、所定の科目の単位を修得した者には、その課程に応じ次の種類の

免許状を授与する資格が与えられる。 

学  部 学  科 教職の免許状の種類 免許教科 

経営情報学部 経営情報学科 

中学校教諭 1 種免許状 社 会 

高等学校教諭１種免許状 

情 報 

商 業 

公 民 

 （免許状取得の要件） 

第３条 前条の免許状を取得するためには、学則第３２条に定める卒業資格に加えて、次

の各号に定める単位を修得しなければならない。 

⑴ 「教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目」については、次の表に掲げ 

る単位を修得しなければならない。 

免許法施行規則に定める科目及び単位数  
左記に対応する本学開設の科目  

単位数 

科   目 単位数 必修 選択 

日本国憲法 ２ 日本国憲法 ２  

体   育 ２ スポーツ＆レジャー ２  

外国語コミュニケーション ２ 

中国語 初級Ⅰ  

中国語 初級Ⅱ 

韓国語 初級Ⅰ 

韓国語 初級Ⅱ 

ロシア語 初級Ⅰ 

ロシア語 初級Ⅱ 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

数理、データ活用及び人工

知能に関する科目又は情報

機器の操作 

２ 

コンピュータリテラシー入門 

データサイエンス入門 

１ 

１ 

 

   

⑵ 「教科及び教科の指導法に関する科目」については、取得しようとする免許状の教

科に応じて、別表１に掲げる単位を修得しなければならない。 

⑶ 「教育の基礎的理解に関する科目等」については、取得しようとする免許状の教科

に応じて、別表２に掲げる単位を修得しなければならない。ただし、これらの「教育

の基礎的理解に関する科目等」は、卒業に必要な単位数には算入されない。  
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⑷ 「大学が独自に設定する科目」については、別表３に掲げる科目と併せて選択科目

または最低修得単位を超えて履修した「教科及び教科の指導法に関する科目」もしく

は「教育の基礎的理解に関する科目等」について１２単位以上修得するものとする。 

 

（教育実習） 

第４条 教育実習の単位を修得するためには、原則として次の各号の要件を満たさなけれ

ばならない。 

⑴  ３年次に実習を行う場合、２年次終了までに「教職概論」、「教育経営論」、「教育原

理」、「教育心理学」、「特別支援教育」、「教育課程論」、「特別活動及び総合的な学習の

時間の指導法」、「教育方法論」、「生徒指導論」、「教育相談」の単位を修得すること。

４年次に実習を行う場合、３年次終了までに上記に加え、「各教科の指導法」の単位

を修得すること。 

⑵ 教育実習担当指導教員と相談の上、承認を得ること。 

⑶ 別に定める教育実習費を納入すること。 

⑷ その他、必要と認めること。 

 

附 則 

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 新潟経営大学教職課程履修規程（平成１６年４月１日制定）は廃止する。 

   附 則 

この規程は、平成１７年５月２６日から施行する。ただし、平成１７年４月１日に遡って

適用する。 

   附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２４年２月２１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和５年４月 1 日から施行する。
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免許教科「情報」(高等学校教諭 1 種免許状)を取得する場合 

免許法施行規則に定める科目群 左記に対応する本学開設の科目 
単位数 

必修 選択 

情報社会・情報倫理 

情報リテラシー 

人工知能論 

知的財産法 

情報セキュリティ 

防災と情報 

２ 

２ 

 

 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

コンピュータ・情報処理 

（実習を含む。） 

経営情報Ⅱ(マネジメント) 

経営情報Ⅲ(テクノロジ) 

データマイニング論 

ビッグデータ分析論 

プログラミング（python） 

プログラミング（C 言語基礎） 

プログラミング（C 言語応用） 

２ 

 

 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

情報システム(実習を含む。) 

経営情報システム論 

データベース 

システム設計 

システム開発 

 ２ 

 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

情報通信ネットワーク(実習を含む。) 
経営情報Ⅰ(ストラテジ) 

情報ネットワーク論 

２ 

 

 

２ 

マルチメディア表現・マルチメディア技

術(実習を含む。) 
ダイナミックＷｅｂ ２  

情報と職業 
情報と職業 

情報化リーダ 

２ 

 

 

２ 

各教科の指導法（情報通信技術の活用を

含む。） 

情報科教育法Ⅰ ２  

情報科教育法Ⅱ ２  

本学において定める修得単位数 ２４以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 
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① 免許教科「商業」(高等学校教諭 1 種免許状)を取得する場合 

免許法施行規則に定める科目群 左記に対応する本学開設の科目 
単位数 

必修 選択 

商業の関係科目 

経営学の基礎 

財務会計 

経営戦略論 

原価計算論 

財務分析論 

マーケティング論 

簿記会計Ⅰ（基礎） 

簿記会計Ⅱ（日商 3 級） 

経営組織論 

監査論 

管理会計論 

英文会計 

コンピュータ会計 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

職業指導 職業指導 ２  

各教科の指導法（情報通信技術の活用

を含む。） 

商業科教育法Ⅰ ２  

商業科教育法Ⅱ ２  

本学において定める修得単位数 ２４以上 
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② 免許教科「公民」(高等学校教諭 1種免許状)を取得する場合 

免許法施行規則に定める科目群 左記に対応する本学開設の科目 
単位数 

必修 選択 

「法律学（国際法を含む。）、政治学（国

際政治を含む。）」 

民法Ⅰ（財産法）  

民法Ⅱ（家族法）  

法学  

会社法  

国際取引法  

ビジネス法Ⅰ（3 級）  

ビジネス法Ⅱ（3 級）  
消費者法  
政治学 

２ 

 
２ 

 
 
 
 
 
２ 

 
２ 

 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 

「社会学、経済学（国際経済を含む。） 

経済学原論Ⅰ（マクロ）  
経済学原論Ⅱ（ミクロ）  
経済学の基礎  
金融論  
企業論  
経済政策論  
日本経済論  
国際経済論  
アジア経済論  
流通論  
社会学  
現代文化論  

異文化コミュニケーション 

２ 
２ 
２ 

 
 
 
 
２ 

 
 
 
 

 

 
 
 
２ 
２ 
２ 
２ 

 
２ 
２ 
２ 
２ 

２ 

「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 

哲学・倫理学  

宗教学  

心理学  

２ 
２ 
２ 

 
 

 

各教科の指導法（情報通信技術の活用を

含む。） 

社会科教育法Ⅱ（公民分野）  ２ 

社会科・公民科教育法 ４  

本学において定める修得単位数 ２４以上 
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③ 免許教科「社会」(中学校教諭 1種免許状)を取得する場合 

免許法施行規則に定める科目群 左記に対応する本学開設の科目 
単位数 

必修 選択 

日本史・外国史 

経営史  

日本文化史  

日本史  

世界史 

 
 
２ 
２ 

２ 
２ 

 
 

地理学（地誌を含む。） 

地理学（国内）  

地理学（海外）  

地誌  

２ 

 
２ 

 
２ 

 

「法律学、政治学」 

民法Ⅰ（財産法）  

民法Ⅱ（家族法）  

法学  

会社法  

国際取引法  

ビジネス法Ⅰ（3 級）  

ビジネス法Ⅱ（3 級）  

消費者法  

政治学  

  
 
２ 

 
 
 
 
 
２ 

２ 
２ 

 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

「社会学、経済学」 

経済学原論Ⅰ（マクロ）  

経済学原論Ⅱ（ミクロ）  

経済学の基礎  

金融論  

企業論  

経済政策論  

日本経済論  

国際経済論  

アジア経済論  

流通論  

社会学  

現代文化論  

異文化コミュニケーション 

 
 
２ 

 

 
 
 
 
 
 
２ 

 
 

２ 
２ 

 
２ 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 
２ 
２ 

「哲学、倫理学、宗教学」 

哲学・倫理学  

宗教学  

心理学  

２ 

２ 

 

 

 
２ 

各教科の指導法（情報通信技術の活用を

含む。） 

社会科教育法Ⅰ（地歴分野） ２  

社会科教育法Ⅱ（公民分野） ２  

社会科・公民科教育法 ４  

本学において定める修得単位数 ２４以上 
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「中・教育の基礎的理解に関する科目等」 

施 行 規 則 に 定 め る こ と が 必 要 な 事 項  

左記に対応する本学開

設の科目 

単 位 数  

科 目 各科目に含める必要事項 
単

位

数 

必修 選択 

教育の基礎的

理解に関する

科目 

教育の理念並びに教育に関する歴

史及び思想 

11 

教育原理 
教育史 

２  
２ 

教職の意義及び教員の役割・職務

内容（チーム学校運営への対応を

含む。） 
教職概論 

２  

教育に関する社会的、制度的又は

経営的事項（学校と地域との連携

及び学校安全への対応を含む。） 
教育経営論 

２  

幼児、児童及び生徒の心身の発達

及び学習の課程 
教育心理学 ２  

特別の支援を必要とする幼児、児

童及び生徒に対する理解 
特別支援教育 １  

教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメントを

含む。） 

教育課程論 ２  

道徳、総合的な

学習の時間等

の指導法及び

生徒指導、教育

相談等に関す

る科目 
教育課程及び

指導法に関す

る科目 

道徳の理論及び指導法 

10 

道徳教育指導論 ２  

総合的な学習の時間の指導法 特別活動及び総合的な

学習の時間の指導法 
２  

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術（情報機器及

び教材の活用を含む。） 

教育方法論（情報通信

技術を活用した教育の

理論及び方法を含む。） 
２  

生徒指導の理論及び方法 
生徒指導論（進路指導

含む。） 
２  進路指導及びキャリア教育の理論

及び方法 

教育相談（カウンセリングに関す

る基礎的な知識を含む。）の理論及

び方法 

教育相談（カウンセリ

ングを含む。） 
２  

教育実践に関す

る科目 

教育実習 ５ 

事前・事後指導 １  

教育実習Ⅰ ２  

教育実習Ⅱ ２  

学校体験活動   

教職実践演習 ２ 教職実践演習 ２  

本学において定める修

得単位数 
２８単位以

上 

 
 
 

別表２ 
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「高・教育の基礎的理解に関する科目等」 

施 行 規 則 に 定 め る こ と が 必 要 な 事 項  

左記に対応する本学開

設の科目 

単 位 数  

科 目 各科目に含める必要事項 
単

位

数 

必修 選択 

教育の基礎的

理解に関する

科目 

教育の理念並びに教育に関する歴

史及び思想 

11 

教育原理 
教育史 

２  
２ 

教職の意義及び教員の役割・職務

内容（チーム学校運営への対応を

含む。） 
教職概論 

２  

教育に関する社会的、制度的又は

経営的事項（学校と地域との連携

及び学校安全への対応を含む。） 
教育経営論 

２  

幼児、児童及び生徒の心身の発達

及び学習の課程 
教育心理学 ２  

特別の支援を必要とする幼児、児

童及び生徒に対する理解 
特別支援教育 １  

教育課程の意義及び編成の方法

（カリキュラム・マネジメントを

含む。） 

教育課程論 ２  

道徳、総合的な

学習の時間等

の指導法及び

生徒指導、教育

相談等に関す

る科目 
教育課程及び

指導法に関す

る科目 

道徳の理論及び指導法 

8 

道徳教育指導論  ２ 

総合的な学習の時間の指導法 特別活動及び総合的な

学習の時間の指導法 
２  

特別活動の指導法 

教育の方法及び技術（情報機器及

び教材の活用を含む。） 

教育方法論（情報通信

技術を活用した教育の

理論及び方法を含む。） 
２  

生徒指導の理論及び方法 
生徒指導論（進路指導

含む。） 
２  進路指導及びキャリア教育の理論

及び方法 

教育相談（カウンセリングに関す

る基礎的な知識を含む。）の理論及

び方法 

教育相談（カウンセリ

ングを含む。） 
２  

教育実践に関す

る科目 

教育実習 ３ 

事前・事後指導 １  

教育実習Ⅰ ２  

教育実習Ⅱ ２  

学校体験活動   

教職実践演習 ２ 教職実践演習 ２  

本学において定める修

得単位数 
２３単位以

上 

 
 
 

別表２ 
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「大学が独自に設定する科目」について、または最低修得単位を超えて履修する科目 

 

 

科目の区分 
配当 
年次 

備考 
中学校一種 高等学校一種 

社会 公民 情報 商業 

介護等体験（2 単位） ２ 必修 

4 単位 
12 
単位 

12 
単位 

12 
単位 

教職特別演習（教育動向）（2 単位） ３  

教職特別演習（中等教育）（2 単位） ３  

教職実践指導法Ⅰ（2 単位） ２  

教職実践指導法Ⅱ（2 単位） ２  

スクールボランティア（2 単位） ３ 必修 

「教科及び教科の指導法に関する科目」のう

ち最低修得単位を超えて修得した単位 
 

「教育の基礎的理解に関する科目等」のうち

選択科目として修得した単位 
 

別表３ 
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